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抗インフルエンザウイルス薬（タミフル）の備蓄等について  

平成17年11月 30 日  

1．目的  

新型インフルエンザが発生した際、患者を治療するために使用される抗インフルエンザウ   

イルス薬（タミフル）が市場等に不足する可能性がある。  

新型インフルエンザ対策について、平成17年（2005年）4月に改正された「感染症の予   

防の総合的な推進を図るための基本的な指針」では、国及び都道府県における感染症に係る   

医療を提供する体制の確保に関する事項において、「新型インフルエンザ等の感染症の汎流   

行時期に、地域におけるその治療に必要な医薬品の供給及び流通を的確に行うため、医薬品   

の備蓄又は確保に努める。」とされている。また、平成17年11月14日に作成された「新型   

インフルエンザ対策行動計画」においても、「抗インフルエンザウイルス薬の確保すべき量   

を決定し、備蓄を開始する。」とあり、このようなことから、政府・都道府県において抗イ   

ンフルエンザウイルス薬（タミフル）の備蓄を開始することとする。  

2．備蓄の定義  

総備蓄量  ：「行政備蓄量」と「流通備蓄量」の和で、我が国の新型インフルエンザ  

対策として使用できるタミフルの総量。  

：政府及び都道府県が行う備蓄量の総和。  

：新型インフルエンザ対策として使用するため、政府（厚生労働省）が所  

行政備蓄量  

政府備蓄量  

有し、備蓄しているタミフルの量。  

都道府県備蓄量：新型インフルエンザ対策として使用するため、都道府県が所有し、備蓄  

しているタミフルの量の総和。  

流通備蓄量 ：通常のシーズン終了時のタミフルの残存見込み量。  

3．備蓄目標量   
（1）備蓄目標量  

我が国の総備蓄量としては、2，500万人分（人口の25％が新型インフルエンザに感染  

したと想定し、そのうち、医療機関を受診すると思われる患者数の上限）の備蓄を行う。  

なお、それぞれの備蓄目標量については、次の通りとする。  

行政備蓄量  

備蓄量   1，050万人分  

都道府県備蓄量   1，050万人分   

流通備蓄量  400万人分   
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（2）各都道府県における備蓄について  

各地域におけるタミフルの備蓄については、その使用によって地域住民の健康が守ら   

れることや、実際に新型インフルエンザが発生した際には、感染症の予防及び感染症の   

患者の医療に関する法律に従って都道府県知事が対応（検診、入院勧告、就業制限等）   

すること等から、都道府県が中心となって実施することが望ましい。  

各都道府県における備蓄目標量は、それぞれの管内人口の約8．3％（都道府県備蓄量：   

1，050万人／日本人人口）とし、詳細は別紙の通りとする。  

4．タミフルの供給体制及び調達について   
（1）供給体制  

今年度のタミフルの供給は、従来型のインフルエンザ治療用として約1，200万人分が、  

インフルエンザシーズン当初に製造元から国内の製薬会社に納入されており、逐次、市  

場に供給されることとなっている。  

新型インフルエンザ用として行政備蓄量を調達する場合は、それとは別に製薬会社が  

製造元に発注し調達することになるが、平成17年度内に都道府県備蓄量を調達するこ  

とは困難である。  

（2）調達について  

平成19年度分として調達するためには、本年12月までに調達概数を示すよう、製薬   

会社（製造元）から要求されている。  

■なお、現在、政府備蓄分のうち、7．2万人分（72万cap）を調達済み（H17．11．28現  

在）である。  
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